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１ 売払申込から物件引き渡しまでの流れ 

① 売払申込書等の提出 

           ○ 購入希望者は必要書類を管財課まで提出してください。 

必要書類全ての提出をもって申込書等の受付とします。 

 

② 売り払いしようとする相手方の決定 

           ○ 申込書等の受付日が最も早かった者を売払いをしようと

する相手方とします。売買契約の締結に至らなかったときは、

順次、申込書等の受付日が早かった者の順に売り払いしよう

とする相手方とします。 

           ○ 申込書等は、持参又は郵送で提出してください。同日に２

者以上の者の申込書等を受け付けた場合は、県の職員による

抽選により相手方とする順番を決定します。 
 

③ 契約相手方の決定 

           ○ 売払いをしようとする相手方として県が決定した者が、有

効な申込書等の提出を行った者で、かつ、最低売却価格以上

の金額で見積もった者である場合は、当該申込書等の提出者

を契約の相手方として決定します。 
 

④ 契約の締結    契約締結期限：契約相手方の決定の日から起算して 30 日以内 

           ○ 契約締結に当たっては、「契約保証金」として契約金額の

10％以上の金額の納付が必要です。契約保証金は申出により

売買代金の一部に充当することができます。 
 

⑤ 売買代金の支払い 納付期限：納入通知書の発行日から起算して 30 日以内 

○ 契約締結時に発行する納入通知書により期限（発行の日か

ら起算して 30 日以内）までに全額納付してください。 
 

⑥ 所有権移転登記 

○ 売買代金全額の納入を確認後、売払物件を引き渡し、県が

所有権移転登記を行います。 

 

 
《問い合わせ先》 

   〒950-8570 新潟市中央区新光町４番地１ 新潟県庁５階 
   新潟県総務部管財課 財産管理係 

電話：０２５－２８０－５０６４（直通） 
   メール：ngt010080@pref.niigata.lg.jp 
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２ 売払申込から売買契約まで 

 (1) 申込書等の提出 

  ・ 購入を希望する者は次の必要書類全てを新潟県総務部管財課まで提出してくだ

さい。必要書類全ての提出をもって申込書等の受付とします。 

【必要書類】 
    ア 県有地売払申込書 
    イ 住民票抄本（法人の場合は現在事項全部証明書） 
    ウ 印鑑登録証明書（法人の場合は印鑑証明書） 

【提出先（持参又は郵送）】 

 〒950-8570 新潟市中央区新光町４番地１（新潟県庁５階） 

  新潟県総務部管財課 財産管理係 宛て 

  電話：025-280-5064（直通） 

  ※郵送により提出する場合は、簡易書留等の確実な方法で郵送するとともに、 

      必ず管財課まで到着確認の電話をしてください。 

  ・ 申込前に、必ず現地及び近隣状況を確認してください。売払申込者は、契約手

続き及び物件について全て承知しているものとして取扱います。 

  ・ 売却物件の現地視察は随時受け付けておりますので、新潟県総務部管財課まで

電話又は電子メールにより申込をお願いします。 
 

 (2) 売払いをしようとする相手方の決定 

ア 申込書等の受付日が最も早かった者を県が売払いをしようとする相手方とし

ます。なお、売買契約の締結に至らなかったときは、順次、申込書等の受付日が

早かった者の順に県が売払いをしようとする相手方とします。 

イ 申込書等の受付日及び時間は、土曜日、日曜日及び祝日並びに 12 月 29 日から

１月３日までの間（以下「閉庁日」という。）を除く、午前９時から午後５時まで

とします。なお、同日に２者以上の者の申込書等を受け付けた場合は、県の職員

による抽選により相手方とする順番を決定します。 

ウ 申込書等の提出方法は持参又は郵送によるものとし、管財課に到達した日をも

って受付日とします。よって、郵送により閉庁日に届いた場合は翌開庁日以降が

受付日となることをご了承願います。 
 

 (3) 契約相手方の決定 

売払いをしようとする相手方として県が決定した者が、有効な申込書等の提出を

行った者で、かつ、最低売却価格以上の金額で見積もった者である場合は、当該申

込書等の提出者を契約の相手方として決定します。 
 

 (4) 契約の締結 

   契約相手方として決定した者と売買契約を締結します。詳細は「４ 契約の締結

及び売買代金の支払」によります。 
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３ 売払申込資格 

  次のいずれかに該当する者は売払申込をすることはできません。 

(1) 当該売払に係る契約を締結する能力を有しない者（地方自治法施行令（昭和 22 年

政令第 16 号）第 167 条の４第１項第１号） 

〔例〕・ 成年被後見人 

・ 未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意 

を得ていない者 

 (2) 破産手続きの開始決定を受けて復権を得ない者（同条項第２号） 

 (3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第 32 

条第１項各号に掲げる者（同条項第３号） 

 (4) 下記アからキのいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後３年 

を経過していない者及びその者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人と 

して使用する者（同条第２項） 

ア 県との契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又

は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

イ 県の行う競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正 

な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

ウ 県の行う入札の落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行するこ 

とを妨げた者 

エ 地方自治法第 234 条の２第１項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員 

の職務の執行を妨げた者 

オ 正当な理由がなくて県との契約を履行しなかった者 

カ 県との契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の

請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

キ アからカにより県の行う一般競争入札に参加できないこととされている者を契

約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した

者 

(5) 国税、都道府県税又は市町村税を滞納している者 

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号から第６号まで   

の規定に該当する者 

(7) 新潟県暴力団排除条例（平成 23 年３月 29 日条例第 23 号）第２条に規定する暴 

力団、暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する者 

(8) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成 11 年法律第 147 号） 

第５条及び第８条第２項に掲げる処分を受けている団体若しくは過去に受けたこと

のある団体及びこれらの団体に所属している者 

(9) この売払に関する事務に従事する本県の職員 
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４ 契約の締結及び売買代金の支払 

(1) 売買契約締結時期 

   契約相手方の決定の日から起算して 30 日以内に売買契約を締結します。この日

までに売買契約を締結しない場合は、購入資格を失います。 

   なお、電子契約の利用を希望する場合は、新潟県出納局ホームページから必要書

類をダウンロードの上、電子メールで新潟県総務部管財課まで提出してください。 

 

(2) 契約保証金 

   契約保証金として、契約金額の 10/100 以上の金額を、契約相手方の決定後にお渡

しする納入通知書により、指定する納付期限までに金融機関において全額納付して

ください。 

  ・ 契約保証金は申出により、売買代金の一部に充当できます。 

  ・ 契約者が納入期限までに売買代金を完納しないときは、契約保証金は、県に帰

属することになります。 

 

(3) 契約締結に必要なもの 

    ア 印鑑（法人の場合は代表者印、個人の場合は実印） 

イ 印鑑（登録）証明書 

    ウ 収入印紙（電子契約の場合、収入印紙は不要です。） 

契 約 金 額 収入印紙の額 

10 万円超 ～   50 万円以下   200 円 

50 万円超 ～  100 万円以下   500 円 

100 万円超 ～  500 万円以下  1,000 円 

500 万円超 ～ 1,000 万円以下  5,000 円 

1,000 万円超 ～ 5,000 万円以下 10,000 円 

5,000 万円超 ～ １億円以下 30,000 円 

エ 暴力団等の排除に関する誓約書（p.７参照） 

オ 金融機関の領収印が押印された納入通知書の領収証書 

 

(4) 売買代金 

契約締結時にお渡しする納入通知書により、期限（発行の日から起算して 30 日以

内）までに金融機関において全額納付してください。 
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５ 所有権の移転等 

(1) 売買代金の支払いが完了したときに所有権が移転するものとし、売却物件を引き

渡します。 

(2) 物件は現状のまま引渡しをします。ただし、現地に設置している売却案内の看板

のみ、県において撤去します。 

(3) 物件調書等と現況が相違する場合には、現況が優先します。 

(4) 所有権の移転登記は、売却物件の引渡し後、買受人の請求により県が行います。 

また、登記名義人となるのは買受人本人です。中間省略登記には応じません。 

(5) 所有権移転登記に当たって必要なもの 

    ア 現在事項全部証明書（法人の場合） １部 

       又は住民票抄本（個人の場合） １部 

イ 登録免許税納付の領収証書 

【参考】 

・ 登録免許税額 

  土地 登録免許税額＝固定資産税評価額×15/1000（百円未満切捨） 

  建物 登録免許税額＝固定資産税評価額×20/1000（百円未満切捨） 

・ 納付方法 

契約締結時にお渡しする納入通知書により、指定した期限までに金融機関に

おいて全額納付してください。 

 

売払物件の引渡し後、当分の間（１年を目安）、土地の利活用（建物の再利用、新

築又は宅地造成等）に着手しない場合は、当該売払物件上又は建物外壁等に、「管理

地」看板を設置するなど、可能な限り管理者及び連絡先を明示してください。 

なお、「管理地」看板を設置する場合、上記５(2)にかかわらず、県で設置した「売

却予定地」看板の再利用（板面を貼り替える等）も可能としますので、売払物件の

引き渡し時までに申し出てください。 

また、引渡し後は、除草等の維持管理についても適切な対応をお願いします。 
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６ 用途の制限 

 ・ 売却物件の引渡しの日から５年間（以下「指定期間」という。）は、以下の用途に

用いることができません。 

 (1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）

第２条第１項、第５項又は第 13 項に規定する営業 

 (2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２ 

  条第２号に規定する暴力団の事務所又はその他これに類するもの 

 (3) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成 11年法律第 147 号）  

  第５条及び第８条第２項に掲げる処分を受けている団体又は過去に受けたことが 

ある団体及びこれらの団体に所属している者の活動 

 ・ 契約者は、上記(1)、(2)又は(3)の用途（以下「制限用途」という。）に供される

ことを知りながら、売買物件に地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その

他の使用及び収益を目的とする権利の設定（以下「権利の設定」という。）をし、若

しくは売買物件について売買、贈与、交換、出資等による所有権の移転（以下「所

有権の移転」という。）はできません。 

 ・ 契約者は、指定期間中対象地について、権利の設定又は所有権の移転を行おう 

とするときは、それらに関する契約条項として制限用途に供することができない 

旨を付さなければなりません。 

 

 

７ その他の注意事項 

 (1) 売却物件は、現状有姿での引渡しとなります。申込前に、現地及び近隣状況を必

ず申込者自身で確認してください。 

 (2) 一定期間の間に申込者がなかった場合の取扱いについては、改めて県ホームペー

ジでお知らせします。 



7 
 

 
 

暴力団等の排除に関する誓約書 

 

                           令和  年  月  日 

  新潟県知事   殿 

 

                    住所 

                      

氏名 

 

 

私は、新潟県と県有財産売買契約を締結し、その債務を履行するに際し、次の事項を誓

約します。 

 

 

１ 自社（契約者が個人である場合にはその者）又は自社の役員等（法人である場合は役

員又は支店若しくは営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者をいい、法人以

外の団体である場合は代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。）は、

契約締結から履行が完了するまでの間、次のいずれにも該当することはありません。 

（１）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号。

以下「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

（２）暴力団員（法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

（３）暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している者 

（４）自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第

三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者  

（５）暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は

積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 

（６）暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者 

（７）（３）から（６）に掲げる者のほか、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべ

き関係を有する者  

 

２ １の誓約事項に虚偽の内容があった場合には、新潟県に契約の解除権及びこれに伴う

損害賠償請求権が生じることを認めます。 



【建物ありの場合】 
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県 有 財 産 売 買 契 約 書 

 
 

     売主新潟県（以下「甲」という。）と買主●●●（以下「乙」という。）と

は、次の条項により県有財産売買契約を締結する。 

 

 

（信義誠実の原則） 

第１条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならな

い。 

 

（売買物件及び売買代金） 

第２条  甲は、その所有する末尾記載の売買物件（以下「売買物件」とい

う。）を乙に、金●●●円で売り渡す。 

 

（契約保証金） 

第３条 乙は、契約保証金として別に定める金額（売買代金の 100 分の 10 以

上）を、この契約締結と同時に甲に納付しなければならない。 

２ 前項の契約保証金には、利子を付さないものとする。 

 

（売買代金の支払） 

第４条 乙は、売買代金を、甲の指定する方法により、一括して令和●年●月

●日（以下「指定期日」という。）までに支払わなければならない。ただ

し、第５条の規定により、乙から甲に契約保証金の充当の申し出があった場

合は、売買代金から乙が納入済の契約保証金を除く金額を支払うものとす

る。 

２ 乙は、前項に定める指定期日までに売買代金を支払わないときは、指定期

日の翌日から支払の日までの期間について、その未払額に年 10．95 パーセ

ントの割合を乗じて計算した金額を延滞金として甲に支払わなければならな

い。 

 

（契約保証金の充当） 

第５条 甲は、乙が第３条第１項に定める契約保証金を売買代金の一部に充当

するよう甲に申し出て、かつ、前条第１項の規定による売買代金の支払を完

了したときは、契約保証金を甲において売買代金に充当する。 

 

（契約保証金の処分） 

第６条 甲は、乙が指定期日までに第４条第１項の規定による売買代金の支払

を完了しないとき、又はその指定期日までに第 16 条第１項及び第２項の規

定によりこの契約を解除したときは、契約保証金を没収し、なお損害額に及

ばないときは、その不足額を徴収できるものとする。 

 

（所有権の移転時期及び売買物件の引渡し） 

第７条 売買物件の所有権は、乙が第４条第１項の規定による売買代金の支払

を完了したときに甲から乙に移転する。 
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２ 前項の規定により売買物件の所有権が移転したとき、売買物件の引渡しを

したものとする。 

 

（登記の嘱託） 

第８条 乙は、前条の規定により売買物件の所有権が移転したときは、速やか

に甲に対し売買物件について所有権の移転登記を請求するものとし、甲はそ

の請求により、遅滞なく所有権の移転登記を嘱託するものとする。 

２ 前項の所有権移転登記に要する登録免許税その他の経費は、乙の負担とす

る。 

 

（売買物件の特約条項） 

第９条 乙は、売買物件が売買契約書添付の物件調書（別紙）記載の内容であ

ることを了承したうえ、売買物件を買い受けるものとする。 

 

（危険負担） 

第 10 条 この契約締結後、引渡しが完了するときまでの間において、売買物

件が甲又は乙のいずれの責めに帰することのできない事由により、売買物件

を引き渡すことができなくなったときは、乙は、売買代金の一部又は全部の

支払いを拒むことができる。 

２ この契約締結後、引渡しが完了するときまでの間において、乙の責めに帰

すべき事由により、売買物件を引き渡すことができなくなったときは、乙

は、売買代金の一部又は全部の支払いを拒むことができない。 

 

（契約不適合責任） 

第 11 条 乙は、この契約締結後、売買物件に面積の不足その他契約の内容に

適合しないことを発見しても、甲に対して契約内容不適合を理由とする追完

請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約の解除又はその他一切の請求をす

ることができない。 

 

（地中埋設物等による責任） 

第 12 条 乙は、この契約締結後、売買物件について地中埋設物又は土壌汚染

があることを発見しても、甲に対して損害賠償請求、契約の解除又はその他

一切の請求をすることができない。 

 

（建物の改修又は解体撤去等による適切な管理） 

第 13 条 売買物件である建物については、買主が解体撤去又は耐震診断・改

修等を行い適切に管理することにより、十分な安全確保を図るものとする。 

２ 乙が行う前項の建物の解体撤去又は改修等に際し、当該建物についてアス

ベストの含有が確認された場合は、その除去費用等は乙が負担するものと

し、甲は損害賠償、解除等の責任を負わないものとする。 

３ 乙は、第１項の建物について第三者に売買、贈与、交換、出資等による所

有権の移転（以下「所有権の移転」という。）をする場合において、当該第

三者に対して前二項に定める義務を書面により承継させ、当該義務を履行さ

せるよう努めなければならない。 

 

（公序良俗等に反する使用等の禁止） 
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第 14 条 乙は、売買物件の引渡しの日から５年間、風俗営業等の規制及び業

務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）第２条第１項に規定

する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第 13 項に

規定する接客業務受託営業その他これに類する業の営業に供することはでき

ない。また、これらの用に供されることを知りながら、売買物件に地上権、

質権、使用貸借による権利若しくは賃借権その他の使用及び収益を目的とす

る権利の設定（以下「権利の設定」という。）をし、又は売買物件について

所有権の移転をしてはならない。 

２ 乙は、売買物件の引渡しの日から５年間、暴力団員による不当な行為の防

止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第２号に規定する暴力団

の事務所の用に供することはできない。また、これらの用に供されることを

知りながら、売買物件に権利の設定をし、又は売買物件について所有権の移

転をしてはならない。 

３ 乙は、売買物件の引渡しの日から５年間、無差別大量殺人を行った団体の

規制に関する法律（平成 11 年法律第 147 号）第５条及び第８条第２項に掲

げる処分を受けている団体若しくは過去に受けたことがある団体及びこれら

の団体に所属している者の活動の用に供することはできない。また、これら

の用に供されることを知りながら、売買物件に権利の設定をし、又は売買物

件について所有権の移転をしてはならない。 

４ 乙は、売買物件について第三者に所有権を移転し、又は権利を設定する場

合において、当該第三者が売買物件を使用収益する場合は、第１項から第３

項までに定める義務を書面により承継させ、当該第三者に対して当該義務を

履行させなければならない。 

  ただし、売買物件の引渡しの日から５年を超えた場合はこの限りでない。 

５ 前項の規定は、当該第三者から権利を譲渡されたその後の譲受人に対して

準用する。乙は、第三者との契約において、第三者が売買物件を処分すると

きは、第１項から第３項までに定める義務を書面により承継させ、当該第三

者に対して当該義務を履行させなければならない。 

  ただし、売買物件の引渡しの日から５年を超えた場合はこの限りでない。 

 

 （実地調査等） 

第 15 条 甲は、前条に定める期間が満了するときまで必要に応じて、乙に対

し、所要の報告若しくは資料の提出を求め又は実地に調査することができ

る。この場合、乙は、報告若しくは資料の提出を怠り又は実地調査を拒み若

しくは妨げてはならない。 

２ 乙は、売買物件について第三者に所有権を移転し、又は権利を設定する場

合（抵当権を除く）において、当該第三者が売買物件を使用収益する場合

は、前項に定める義務を書面により承継させ、当該第三者に対して当該義務

を履行させなければならない。 

  ただし、売買物件の引渡しの日から５年を超えた場合はこの限りでない。 

 

（契約の解除） 

第 16 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除

することができる。 

(1) その役員等（乙が個人である場合はその者を、乙が法人である場合には

その役員又はその支店若しくは営業所の代表者をいう。以下この項におい
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て同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６

号に規定する暴力団員(以下この項において｢暴力団員｣という。)であると

認められるとき。 

(2) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２

号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。）又は暴力団員が

経営に実質的に関与していると認められるとき。 

(3) その役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は

第三者に損害を加える目的をもつて暴力団又は暴力団員を利用したと認め

られるとき。 

(4) その役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜

を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関

与していると認められるとき。 

(5) その役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有す

ると認められるとき。 

２ 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、何らの催告をしな

いで、この契約を解除することができる。 

３ 乙は、前２項の規定に基づく契約解除により損害を受けた場合であって

も、甲に損害賠償を請求できない。 

 

 （原状回復義務等） 

第 17 条 甲が、前条の規定により本契約を解除した場合は、乙は、甲の指定

する期日までに、乙の負担において売買物件を原状に回復して甲に返還しな

ければならない。 

  ただし、甲が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認める場合

は、現状のまま返還することができる。 

２ 乙は、前項の定めるところにより、売買物件を甲に返還するときは、甲の

指定する期日までに、売買物件の所有権移転登記抹消の承諾書を甲に提出し

なければならない。 

 

（構造物等倒壊による責任） 

第 18 条 甲は、第７条第２項に基づく売買物件の引渡前に、天災地変その他

甲又は乙のいずれの責にも帰すことのできない事由により売買物件に付随す

る構造物等が倒壊し、第三者へ損害を与えたときは、その責任を負わなけれ

ばならない。ただし、売買物件引渡後に第三者へ損害を与えたときは、乙が

その責任を負うものとし、乙は、甲に対して損害賠償その他一切の請求を行

うことができない。 

 

（損害賠償） 

第 19 条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えた

ときは、甲の定める損害賠償金を甲に支払うものとする。 

 

（契約の費用） 

第 20 条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。 

 

（疑義等の決定） 

第 21 条 この契約について疑義が生じたとき又はこの契約に定めのない事項
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については、甲乙協議の上、決定する。 

 

（管轄裁判所） 

第 22 条 本契約に関する訴訟は、新潟県庁所在地を管轄する新潟地方裁判所

を管轄裁判所とするものとする。 

 

 

 この契約を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通

を保有する。（本書を電磁的記録で作成する場合は、当事者双方が電子署名を

行い、各自その電磁的記録を保管する。） 

 

 

 

  令和 ●年 ●月 ●日 

 

 

 

        甲（譲渡人） 

新潟県新潟市中央区新光町４番地１ 

新潟県 

代表者 新潟県知事 花角 英世 

 

 

 

        乙（譲受人） 

住所 ●●● 

（称号） 

氏名又は代表者職氏名 
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別記 

 

土地（土地の定着物を含む） 

所在地 地目 地積（㎡） 

○○市○○▲丁目●番● ○○ ○○ 

 

建物 

所在地 家屋番号 種類 構 造 
床面積

（㎡） 

○○市○○▲丁目 

●番地● 
●番● ○○ ○○ 

１階 ○○ 

２階 ○○ 
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県 有 財 産 売 買 契 約 書 

 
 

     売主新潟県（以下「甲」という。）と買主○○○（以下「乙」という。）と

は、次の条項により県有財産売買契約を締結する。 

 

 

（信義誠実の原則） 

第１条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならな

い。 

 

（売買物件及び売買代金） 

第２条  甲は、その所有する末尾記載の売買物件（以下「売買物件」とい

う。）を乙に、金○○○円で売り渡す。 

 

（契約保証金） 

第３条 乙は、契約保証金として別に定める金額（売買代金の 100 分の 10 以

上）を、この契約締結と同時に甲に納付しなければならない。 

２ 前項の契約保証金には、利子を付さないものとする。 

 

（売買代金の支払） 

第４条 乙は、売買代金を、甲の指定する方法により、一括して令和●年●月

●日（以下「指定期日」という。）までに支払わなければならない。ただ

し、第５条の規定により、乙から甲に契約保証金の充当の申し出があった場

合は、売買代金から乙が納入済の契約保証金を除く金額を支払うものとす

る。 

２ 乙は、前項に定める指定期日までに売買代金を支払わないときは、指定期

日の翌日から支払の日までの期間について、その未払額に年 10．95 パーセ

ントの割合を乗じて計算した金額を延滞金として甲に支払わなければならな

い。 

 

（契約保証金の充当） 

第５条 甲は、乙が第３条第１項に定める契約保証金を売買代金の一部に充当

するよう甲に申し出て、かつ、前条第１項の規定による売買代金の支払を完

了したときは、契約保証金を甲において売買代金に充当する。 

 

（契約保証金の処分） 

第６条 甲は、乙が指定期日までに第４条第１項の規定による売買代金の支払

を完了しないとき、又はその指定期日までに第 15 条第１項及び第２項の規

定によりこの契約を解除したときは、契約保証金を没収し、なお損害額に及

ばないときは、その不足額を徴収できるものとする。 

 

（所有権の移転時期及び売買物件の引渡し） 

第７条 売買物件の所有権は、乙が第４条第１項の規定による売買代金の支払

を完了したときに甲から乙に移転する。 
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２ 前項の規定により売買物件の所有権が移転したとき、売買物件の引渡しを

したものとする。 

 

（登記の嘱託） 

第８条 乙は、前条の規定により売買物件の所有権が移転したときは、速やか

に甲に対し売買物件について所有権の移転登記を請求するものとし、甲はそ

の請求により、遅滞なく所有権の移転登記を嘱託するものとする。 

２ 前項の所有権移転登記に要する登録免許税その他の経費は、乙の負担とす

る。 

 

（売買物件の特約条項） 

第９条 乙は、売買物件が売買契約書添付の物件調書（別紙）記載の内容であ

ることを了承したうえ、売買物件を買い受けるものとする。 

 

（危険負担） 

第 10 条 この契約締結後、引渡しが完了するときまでの間において、売買物

件が甲又は乙のいずれの責めに帰することのできない事由により、売買物件

を引き渡すことができなくなったときは、乙は、売買代金の一部又は全部の

支払いを拒むことができる。 

２ この契約締結後、引渡しが完了するときまでの間において、乙の責めに帰

すべき事由により、売買物件を引き渡すことができなくなったときは、乙

は、売買代金の一部又は全部の支払いを拒むことができない。 

 

（契約不適合責任） 

第 11 条 乙は、この契約締結後、売買物件に面積の不足その他契約の内容に

適合しないことを発見しても、甲に対して契約内容不適合を理由とする追完

請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約の解除又はその他一切の請求をす

ることができない。 

 

（地中埋設物等による責任） 

第 12 条 乙は、この契約締結後、売買物件について地中埋設物又は土壌汚染

があることを発見しても、甲に対して損害賠償請求、契約の解除又はその他

一切の請求をすることができない。 

 

（公序良俗等に反する使用等の禁止） 

第 13 条 乙は、売買物件の引渡しの日から５年間、風俗営業等の規制及び業

務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）第２条第１項に規定

する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第 13 項に

規定する接客業務受託営業その他これに類する業の営業に供することはでき

ない。また、これらの用に供されることを知りながら、売買物件に地上権、

質権、使用貸借による権利若しくは賃借権その他の使用及び収益を目的とす

る権利の設定（以下「権利の設定」という。）をし、又は売買物件について

所有権の移転をしてはならない。 

２ 乙は、売買物件の引渡しの日から５年間、暴力団員による不当な行為の防

止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第２号に規定する暴力団

の事務所の用に供することはできない。また、これらの用に供されることを
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知りながら、売買物件に権利の設定をし、又は売買物件について所有権の移

転をしてはならない。 

３ 乙は、売買物件の引渡しの日から５年間、無差別大量殺人を行った団体の

規制に関する法律（平成 11 年法律第 147 号）第５条及び第８条第２項に掲

げる処分を受けている団体若しくは過去に受けたことがある団体及びこれら

の団体に所属している者の活動の用に供することはできない。また、これら

の用に供されることを知りながら、売買物件に権利の設定をし、又は売買物

件について所有権の移転をしてはならない。 

４ 乙は、売買物件について第三者に所有権を移転し、又は権利を設定する場

合において、当該第三者が売買物件を使用収益する場合は、第１項から第３

項までに定める義務を書面により承継させ、当該第三者に対して当該義務を

履行させなければならない。 

  ただし、売買物件の引渡しの日から５年を超えた場合はこの限りでない。 

５ 前項の規定は、当該第三者から権利を譲渡されたその後の譲受人に対して

準用する。乙は、第三者との契約において、第三者が売買物件を処分すると

きは、第１項から第３項までに定める義務を書面により承継させ、当該第三

者に対して当該義務を履行させなければならない。 

  ただし、売買物件の引渡しの日から５年を超えた場合はこの限りでない。 

 

 （実地調査等） 

第 14 条 甲は、前条に定める期間が満了するときまで必要に応じて、乙に対

し、所要の報告若しくは資料の提出を求め又は実地に調査することができ

る。この場合、乙は、報告若しくは資料の提出を怠り又は実地調査を拒み若

しくは妨げてはならない。 

２ 乙は、売買物件について第三者に所有権を移転し、又は権利を設定する場

合（抵当権を除く）において、当該第三者が売買物件を使用収益する場合

は、前項に定める義務を書面により承継させ、当該第三者に対して当該義務

を履行させなければならない。 

  ただし、売買物件の引渡しの日から５年を超えた場合はこの限りでない。 

 

（契約の解除） 

第 15 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除

することができる。 

(1) その役員等（乙が個人である場合はその者を、乙が法人である場合には

その役員又はその支店若しくは営業所の代表者をいう。以下この項におい

て同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６

号に規定する暴力団員(以下この項において｢暴力団員｣という。)であると

認められるとき。 

(2) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号

に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。）又は暴力団員が経

営に実質的に関与していると認められるとき。 

(3) その役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は

第三者に損害を加える目的をもつて暴力団又は暴力団員を利用したと認め

られるとき。 

(4) その役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜

を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関
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与していると認められるとき。 

(5) その役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有す

ると認められるとき。 

２ 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、何らの催告をしな

いで、この契約を解除することができる。 

３ 乙は、前２項の規定に基づく契約解除により損害を受けた場合であって

も、甲に損害賠償を請求できない。 

 

 （原状回復義務等） 

第 16 条 甲が、前条の規定により本契約を解除した場合は、乙は、甲の指定

する期日までに、乙の負担において売買物件を原状に回復して甲に返還しな

ければならない。 

  ただし、甲が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認める場合

は、現状のまま返還することができる。 

２ 乙は、前項の定めるところにより、売買物件を甲に返還するときは、甲の

指定する期日までに、売買物件の所有権移転登記抹消の承諾書を甲に提出し

なければならない。 

 

（損害賠償） 

第 17 条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えた

ときは、甲の定める損害賠償金を甲に支払うものとする。 

 

（契約の費用） 

第 18 条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。 

 

（疑義等の決定） 

第 19 条 この契約について疑義が生じたとき又はこの契約に定めのない事項

については、甲乙協議の上、決定する。 

 

（管轄裁判所） 

第 20 条 本契約に関する訴訟は、新潟県庁所在地を管轄する新潟地方裁判所

を管轄裁判所とするものとする。 

 

 

 この契約を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通

を保有する。（本書を電磁的記録で作成する場合は、当事者双方が電子署名を

行い、各自その電磁的記録を保管する。） 
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令和 ○年 ○月 ○日 

 

 

 

        甲（譲渡人） 

新潟県新潟市中央区新光町４番地１ 

新潟県 

代表者 新潟県知事 花角 英世 

 

 

 

        乙（譲受人） 

住所 ○○○ 

（称号） 

氏名又は代表者職氏名 
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別記 

 

土地（土地の定着物を含む） 

所在地 地目 地積（㎡） 

○○市○○▲丁目●番● ○○ ○○ 

 

 


